
 

 

日本維新の会 

憲法改正原案 
【ポイント・新旧対照表（コメント及び参照条文付き）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民の教育を受ける権利に関し、経済的理由によってその機会を

奪われない旨を明確にする。 

２．教育の機会均等の明確化 

１．学校教育の無償化 

現行憲法の「義務教育の無償」を拡充し、「法律に定める学

校における教育」はすべて「公の性質」を有するものであり、幼児

期の教育から高等教育に至るまで、法律の定めるところにより、

無償とするものとする。 



 

一 

○ 

日
本
国
憲
法
改
正
原
案
新
旧
対
照
表
（
コ
メ
ン
ト
及
び
参
照
条
文
付
き
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

原 

案 

現 
 
 

行 

 
〔
教
育
を
受
け
る
権
利
、
教
育
の
義
務
及
び
学
校
教
育
の
無
償
〕 

第
二
十
六
条 

す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
適
性
に
応
じ
て
、

ひ
と
し
く
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有
し
、
経
済
的
理
由
に
よ
つ
て
教
育
を
受
け
る
機
会

を
奪
わ
れ
な
い
。 

 

※
１ 

一
項
の
「
能
力
に
応
じ
て
、
ひ
と
し
く
」
と
は
、「
（
教
育
を
受
け
る
に
足
り
る
精
神

的
、
身
体
的
能
力
が
あ
る
限
り
）
そ
の
『
機
会
』
は
均
等
で
あ
る
べ
き
」
と
解
釈
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、「
経
済
的
能
力
（
経
済
格
差
）」
が
読
み
込
ま
れ
て
し
ま
う

こ
と
も
排
除
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
（
平
成
二
十
八
年
三
月
九
日
衆
議
院
文
部

科
学
委
員
会
に
お
け
る
伊
東
議
員
発
言
参
照
）
を
踏
ま
え
、「
適
性
」
と
し
て
み
た
（
広
辞
苑

に
よ
れ
ば
「
適
性
」
と
は
「
性
質
が
そ
の
こ
と
に
適
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
性
質
」
と
、

大
辞
林
に
よ
れ
ば
「
あ
る
こ
と
に
適
し
て
い
る
性
質
や
能
力
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
素
質
・
性
格
」

と
さ
れ
て
い
る
。）
。 

 

※
２ 

一
項
の
後
半
部
分
に
、
経
済
的
理
由
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
な
く
教
育
の
機
会
均
等
が

確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
日
本
維
新
の
会
の
無
償
化
政
策
の
趣
旨
を
踏
ま

え
、
教
育
の
機
会
均
等
に
つ
い
て
具
体
化
す
る
文
言
を
追
加
し
た
。 

 
 
 
 

な
お
、
こ
の
追
加
し
た
文
言
に
よ
り
、
同
項
の
「
能
力
」
が
「
経
済
的
能
力
」
を
含

む
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
。
こ
の
場
合
、

前
半
部
分
の
「
能
力
」
は
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
か
。 

② 

す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
保
護
す
る
子
女
に
普
通
教

育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
を
負
ふ
。 

③ 

法
律
に
定
め
る
学
校
に
お
け
る
教
育
は
、
す
べ
て
公
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、

幼
児
期
の
教
育
か
ら
高
等
教
育
に
至
る
ま
で
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
無
償

と
す
る
。 

 

※
１ 

「
義
務
教
育
の
無
償
」
か
ら
「
学
校
教
育
の
無
償
」
へ
と
無
償
措
置
の
対
象
が
拡
大

 

第
二
十
六
条 

す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、

ひ
と
し
く
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。 

                

② 

す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
保
護
す
る
子
女
に
普
通
教

育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
を
負
ふ
。
義
務
教
育
は
、
こ
れ
を
無
償
と
す
る
。 

（
新
設
） 

   

参考 



  

二 

す
る
こ
と
か
ら
、
新
た
に
項
を
新
設
し
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。 

 
※
２ 

無
償
措
置
の
対
象
を
、「
公
の
性
質
」
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
「
法
律
に
定
め
る
学
校
に

お
け
る
教
育
」
と
し
て
い
る
。 

 
 
 
 

な
お
、
現
行
の
教
育
法
体
系
に
お
け
る
「
法
律
に
定
め
る
学
校
」
と
は
、
幼
稚
園
・

小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
・
大
学
な
ど
（
学
校
教
育
法
一
条
。
い
わ
ゆ
る
「
一
条
校
」）

及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な

提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
二
条
七
項
）
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
日
本
維
新
の

会
は
、
①
「
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
体
系
的
な
教
育
を
受
け
る
機
会
を
逸
す
る
よ
う
な

こ
と
は
、
ゆ
め
ゆ
め
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
強
い
決
意
の
下
、
二
十
六
条
一
項

の
改
正
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
②
そ
れ
を
受
け
て
、
二
十
六
条
三
項
を
新
設
し
、
幼
児

期
の
教
育
か
ら
高
等
教
育
に
至
る
ま
で
の
心
身
の
発
達
に
応
じ
て
体
系
的
・
組
織
的
に

行
わ
れ
る
教
育
は
「
公
の
性
質
」
を
有
す
る
も
の
と
し
て
「
法
律
に
定
め
る
学
校
」
と

す
べ
き
と
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
に
鑑
み
れ
ば
、
新
二
十
六
条
の
下
に
お
い
て
、
学
校

教
育
法
を
は
じ
め
と
す
る
教
育
法
体
系
に
つ
い
て
抜
本
的
な
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
る
。 

 

※
３ 

こ
の
点
、
特
に
問
題
と
な
る
の
が
「
保
育
所
（
保
育
園
）
に
お
け
る
保
育
」
で
あ
る
。

保
育
は
、
養
護
と
教
育
が
一
体
と
な
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
維
新
の
会
は
、

保
育
所
に
お
け
る
教
育
に
つ
い
て
も
幼
稚
園
に
お
け
る
教
育
と
同
様
に
憲
法
上
の
無
償

措
置
の
対
象
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
三
項
に
お
い
て
「
幼
児
期
の
教
育
」

と
い
う
文
言
を
採
用
し
た
の
は
、「
幼
稚
園
・
保
育
所
」
の
双
方
で
行
わ
れ
る
教
育
を
包

括
す
る
趣
旨
で
あ
り
（
平
成
十
八
年
六
月
八
日
衆
議
院
教
育
基
本
法
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に

お
け
る
馳
文
部
科
学
副
大
臣
答
弁
参
照
）
、
こ
れ
に
よ
り
保
育
所
に
お
け
る
教
育
に
つ
い
て

も
無
償
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
憲
法
上
の
要
求
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
そ
の
結

果
、
こ
の
改
正
憲
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
関
係
法
の
抜
本
的
な
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と

と
な
る
。 

 
 
 
 

ま
た
、
専
門
学
校
を
は
じ
め
と
す
る
専
修
学
校
等
に
つ
い
て
も
、
保
育
所
と
同
様
に
、

職
業
又
は
実
際
生
活
に
必
要
な
能
力
を
育
成
す
る
等
、
他
の
学
校
に
類
す
る
体
系
的
・

組
織
的
な
教
育
を
行
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
無
償
措
置
の
対
象
と
な
り
、
当
然

に
所
要
の
法
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

               



 

三 

 

※
４ 

「
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
無
償
と
す
る
」
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
無

償
措
置
に
つ
き
、
国
の
財
政
状
況
を
勘
案
し
て
、
私
立
学
校
等
に
関
す
る
支
援
限
度
額

等
の
導
入
も
立
法
政
策
と
し
て
許
容
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
点
、
立
法
政
策
と
し

て
支
援
限
度
額
等
の
導
入
を
許
容
す
る
こ
と
に
よ
り
無
償
措
置
が
現
在
よ
り
も
後
退
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
批
判
も
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
新
設
す
る

三
項
に
お
い
て
「
法
律
に
定
め
る
学
校
に
お
け
る
教
育
は
、
す
べ
て
公
の
性
質
を
有
す

る
」
旨
を
宣
明
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
、
無
償
措
置
を
現
状
よ
り
後
退
さ

せ
る
こ
と
は
な
い
、
と
す
る
の
が
こ
の
改
正
の
趣
旨
で
あ
る
。 

 

※
５ 

な
お
、
私
立
学
校
を
無
償
措
置
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
伴
い
、
憲
法
八
十
九
条
の
整

理
も
必
要
と
な
る
か
。 

 
 

【
参
照
条
文
】 

○
日
本
国
憲
法 

抄 

 

〔
公
の
財
産
の
用
途
制
限
〕 

第
八
十
九
条 

公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は
団
体
の
使
用
、
便
益
若
し
く
は
維
持
の
た
め
、
又
は
公
の
支
配
に
属
し
な
い
慈
善
、
教
育
若

し
く
は
博
愛
の
事
業
に
対
し
、
こ
れ
を
支
出
し
、
又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

○
教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
） 

抄 

（
教
育
の
機
会
均
等
） 

第
四
条 

す
べ
て
国
民
は
、
ひ
と
し
く
、
そ
の
能
力
に
応
じ
た
教
育
を
受
け
る
機
会
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
、
経
済
的

地
位
又
は
門
地
に
よ
っ
て
、
教
育
上
差
別
さ
れ
な
い
。 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
障
害
の
あ
る
者
が
、
そ
の
障
害
の
状
態
に
応
じ
、
十
分
な
教
育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
教
育
上
必
要
な
支
援
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

３ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
能
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
修
学
が
困
難
な
者
に
対
し
て
、
奨
学
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
学
校
教
育
） 

第
六
条 

法
律
に
定
め
る
学
校
は
、
公
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
法
律
に
定
め
る
法
人
の
み
が
、
こ
れ
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
学
校
に
お
い
て
は
、
教
育
の
目
標
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
、
教
育
を
受
け
る
者
の
心
身
の
発
達
に
応
じ
て
、
体
系
的
な
教
育
が
組
織
的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
育
を
受
け
る
者
が
、
学
校
生
活
を
営
む
上
で
必
要
な
規
律
を
重
ん
ず
る
と
と
も
に
、
自
ら
進
ん
で
学
習
に
取
り
組
む
意
欲
を
高
め
る
こ
と
を

重
視
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

○
旧
教
育
基
本
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
五
号
） 

抄 

第
三
条
（
教
育
の
機
会
均
等
） 

す
べ
て
国
民
は
、
ひ
と
し
く
、
そ
の
能
力
に
応
ず
る
教
育
を
受
け
る
機
会
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
人
種
、
信
条
、



  

四 

性
別
、
社
会
的
身
分
、
経
済
的
地
位
又
は
門
地
に
よ
つ
て
、
教
育
上
差
別
さ
れ
な
い
。 

② 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
能
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
的
理
由
に
よ
つ
て
就
学
困
難
な
者
に
対
し
て
、
奨
学
の
方
法
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
六
条
（
学
校
教
育
） 

法
律
に
定
め
る
学
校
は
、
公
の
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
つ
て
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
外
、
法
律
に
定
め
る
法
人
の
み
が
、
こ
れ
を
設
置
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

② 
略 

 

○
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
） 

抄 

※
条
文
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
以
降
の
も
の
。 

 

〔
学
校
の
範
囲
〕 

第
一
条 

こ
の
法
律
で
、
学
校
と
は
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
特
別
支
援
学
校
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
と
す
る
。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二層制（道州制）：自治体は、基礎自治体及び道州とする 

○一般的権限・条例制定権  （1 項） 

 

○法律に優位する道州条例 

（優先条例）           （2 項） 

※通常の上乗せ・横出し条例 
（道州条例・基礎自治体条例） 

＝従前どおりの解釈  

 

 

 

紛争処理（憲法裁判所） 

第 8 章 地域主権 

地域主権の本旨： 

①住民自治・団体自治（１項）  ②役割分担〔補完性の原則〕（2 項）                   

92 条 
 

95 条の 4 

95 条の 3
の 

95 条 

93 条 

95 条の 2 

道州・基礎自治体 

○議会の設置 
（1 項） 

○長の設置 
（2 項） 

○直接公選 

○選挙権 
の国籍条項 

 

道州 基礎自治体 

課税自主権（1 項） 

道州相互間での 
財政調整（2 項） 

道州内での 
財政調整（2 項） 

 

原
則 

作用 

［ ※ 検討事項：上院を地域代表として構成 ］ 

組織 

 

94 条 

 道州 基礎自治体 

具体的な 
組織・運営 

その自治体の条例（1 項） 

種類・区域その
他の基本事項 

（法律） 道州条例 
（2 項） 

 

（3 項） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治の本旨 （内容への言及なし） 

 

○一般的権限・条例制定権 

地方自治特別法 

第 8章 地方自治 

92 条 

95 条 

93 条 

94 条 

地方公共団体 

○議会の設置 
（1項） 

 

○長・議員の 
直接公選 

 

 

原
則 

作用 組織 

（2項） 

 



 

一 

○ 

日
本
国
憲
法
改
正
原
案
新
旧
対
照
表
（
コ
メ
ン
ト
及
び
参
照
条
文
付
き
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

原 

案 

現 
 
 

行 

 
 
 

第
八
章 

地
域
主
権 

 

※ 

「
地
域
主
権
」
…
「
地
方
」
で
は
格
下
と
い
う
印
象
を
与
え
、
ま
た
「
地
方
」
と
い
う

言
葉
の
意
味
も
使
わ
れ
る
場
面
に
よ
り
様
々
で
あ
る
と
の
意
見
を
踏
ま
え
、「
地
域
」
と
い

う
文
言
を
用
い
た
。
ま
た
、
国
か
ら
権
限
を
分
け
与
え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
の
「
分
権
」

で
は
な
く
、
国
と
対
等
・
協
力
の
関
係
に
立
つ
統
治
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
か
ら
、

「
主
権
」
と
い
う
文
言
を
あ
え
て
用
い
て
い
る
。 

 
 
 

第
八
章 

地
方
自
治 

 

〔
二
層
制
〕 

第
九
十
二
条 

自
治
体
は
、
基
礎
自
治
体
及
び
こ
れ
を
包
括
す
る
広
域
自
治
体
と
し
て
の

道
州
と
す
る
。 

 

※
１ 

「
自
治
体
」
…
住
民
の
意
思
に
基
づ
く
自
律
的
な
統
治
の
主
体
で
あ
る
と
の
趣
旨
を

表
す
言
葉
と
し
て
考
案
し
た
も
の
。
な
お
、「
地
域
政
府
」
と
い
っ
た
表
現
も
あ
り
得
る

が
、
国
に
お
け
る
「
政
府
」
と
は
内
閣
と
そ
の
統
括
の
下
に
あ
る
行
政
機
関
を
指
す
こ

と
が
多
い
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
地
方
議
会
（
大
幅
な
条
例
制
定
権
を
付
与
さ
れ
た
「
立

法
機
関
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。）
も
含
め
た
自
治
体
の
統
治
機
構
全
体
を
指
す
言

葉
と
し
て
適
切
か
、
と
の
批
判
も
あ
り
得
る
こ
と
か
ら
、
単
に
「
自
治
体
」
と
し
た
。 

 

※
２ 

本
条
は
、
道
州
と
基
礎
自
治
体
の
二
層
制
を
規
定
し
て
い
る
。
自
治
体
の
組
織
に
関

す
る
総
則
的
な
規
定
と
し
て
、
冒
頭
に
置
い
た
。 

 
 
 
 

道
州
に
つ
い
て
、「
基
礎
自
治
体
を
包
括
す
る
広
域
自
治
体
」
と
定
義
す
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
実
体
要
件
の
根
幹
を
規
定
し
た
。
地
方
自
治
に
関
す
る
憲
法
の
規
定
は
、
自

治
権
確
保
の
観
点
か
ら
国
の
立
法
権
を
制
約
す
る
こ
と
に
そ
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
と
こ
ろ
、
以
下
の
規
定
が
現
行
憲
法
よ
り
も
詳
細
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
併
せ
て
、

今
後
の
具
体
的
立
法
の
方
向
付
け
を
行
っ
て
い
る
。 

 

（
新
設
） 

参考 



  

二 

 

〔
地
域
主
権
の
本
旨
〕 

第
九
十
三
条 

自
治
体
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
お
け
る
立
法
及
び
行
政

が
住
民
の
意
思
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
と
の
住
民
自
治
の
原
則
及
び
国
か
ら
独
立
し
た

団
体
自
ら
の
意
思
と
責
任
の
下
で
な
さ
れ
る
と
の
団
体
自
治
の
原
則
を
旨
と
す
る
。 

 

※ 

従
来
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
の
内
容
と
さ
れ
て
き
た
「
住
民
自
治
」
と
「
団
体
自
治
」

を
規
定
す
る
も
の
。
本
改
正
原
案
で
は
、
こ
れ
ら
２
つ
の
原
則
に
、
次
項
で
規
定
す
る
補

完
性
の
原
則
に
基
づ
く
「
役
割
分
担
」
を
加
え
た
３
つ
の
原
則
を
「
地
域
主
権
の
本
旨
」

と
定
義
し
て
い
る
（
九
十
四
条
一
項
参
照
）。 

 

第
九
十
二
条 

地
方
公
共
団
体
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
地
方
自
治
の
本
旨

に
基
い
て
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。 

 

② 

国
、
道
州
及
び
基
礎
自
治
体
の
役
割
分
担
は
、
住
民
に
身
近
な
行
政
は
で
き
る
限
り

身
近
な
主
体
が
担
う
と
の
補
完
性
の
原
則
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。
国
は
、
国
家
と
し

て
の
存
立
に
関
わ
る
事
務
そ
の
他
の
国
が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
を
担
う
も
の
と
し
、

そ
れ
以
外
の
事
務
は
自
治
体
が
担
う
こ
と
を
基
本
と
す
る
。 

 

※
１ 

国
、
道
州
、
基
礎
自
治
体
の
役
割
分
担
を
規
定
し
た
も
の
。
前
段
で
は
「
補
完
性
の

原
則
」
を
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
基
礎
自
治
体
に
で
き
る
こ
と
は
基
礎
自
治

体
に
、
道
州
に
で
き
る
こ
と
は
道
州
に
、
と
い
う
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

 

※
２ 

後
段
は
、
前
段
の
補
完
性
の
原
則
を
受
け
て
、
特
に
国
と
自
治
体
の
間
で
の
役
割
分

担
を
具
体
的
に
規
定
し
た
も
の
。 

 
 
 
 

現
行
の
法
律
、
す
な
わ
ち
、
第
一
次
地
方
分
権
改
革
（
平
成
十
二
年
）
で
導
入
さ
れ

た
地
方
自
治
法
一
条
の
二
で
は
、
国
の
役
割
と
し
て
、
①
国
家
と
し
て
の
存
立
に
関
わ

る
事
務
、
②
〔
１
〕
全
国
的
に
統
一
し
て
定
め
る
国
民
の
諸
活
動
や
〔
２
〕
地
方
自
治

に
関
す
る
基
本
的
な
準
則
、
③
全
国
的
規
模
で
行
う
施
策
や
事
業
の
実
施
、
の
三
類
型

を
例
示
し
て
い
る
が
、
本
憲
法
改
正
原
案
で
は
、
①
の
み
に
限
定
し
て
例
示
す
る
こ
と

と
し
た
。
こ
れ
は
、
②
や
③
を
掲
げ
る
と
、
そ
れ
が
国
の
役
割
を
拡
大
す
る
根
拠
と
し

て
利
用
さ
れ
、
結
局
現
状
追
認
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
危
惧
を
払
拭
す
る
た
め

で
あ
る
。 

 
 
 
 

な
お
、「
国
家
と
し
て
の
存
立
に
関
わ
る
事
務
」
は
例
示
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
も
国

（
新
設
） 



 

三 

の
役
割
と
さ
れ
る
事
項
は
あ
り
得
る
が
、
本
改
正
原
案
で
は
、
そ
れ
は
、
①
と
同
程
度

に
国
が
行
う
必
要
性
が
高
い
も
の
に
限
定
さ
れ
、
具
体
的
に
は
、「
国
家
戦
略
に
係
る
基

本
計
画
」
の
企
画
立
案
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、

「
国
家
戦
略
に
係
る
基
本
計
画
」
は
国
が
担
当
す
る
が
、
こ
れ
に
基
づ
く
事
業
の
実
施

そ
の
も
の
は
、
道
州
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

 

※
３ 

「
補
完
性
の
原
則
」
に
基
づ
く
役
割
分
担
を
規
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
自
治
体
の
役

割
に
属
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
国
の
法
令
で
は
、
自
治
体
を
事
細
か
に
縛
る
こ
と
は

許
さ
れ
ず
、
基
本
的
な
準
則
を
定
め
る
に
と
ど
ま
る
と
解
さ
れ
る
。
同
時
に
、
後
に
見

る
九
十
五
条
の
二
第
二
項
に
よ
り
、
道
州
所
管
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
律
に
優
先
す
る

道
州
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
自
治
体
の
立

法
権
の
飛
躍
的
な
拡
大
を
図
る
趣
旨
で
あ
る
（
九
十
五
条
の
二
第
二
項
の
注
も
参
照
。）。 

 

〔
自
治
体
の
組
織
及
び
運
営
〕 

第
九
十
四
条 

自
治
体
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
前
条
の
地
域
主
権
の
本
旨

に
基
づ
き
、
そ
の
自
治
体
の
条
例
で
定
め
る
。 

② 

道
州
内
に
お
け
る
基
礎
自
治
体
の
種
類
、
区
域
そ
の
他
の
基
本
事
項
は
、
地
域
主
権

の
本
旨
に
基
づ
き
、
道
州
条
例
で
定
め
る
。 

 

※ 

一
項
は
、
自
治
体
の
組
織
運
営
は
、
そ
の
自
治
体
自
身
が
定
め
る
と
の
原
則
を
規
定
し

た
も
の
で
あ
る
。 

 
 
 

た
だ
し
、
道
州
内
で
の
基
礎
自
治
体
の
区
域
な
ど
は
、
当
該
基
礎
自
治
体
に
任
せ
て
い

て
は
決
着
し
な
い
場
合
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
種
類
（
市
・
町
・
村
等
の
別
）
や
名

称
な
ど
と
併
せ
て
、
道
州
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 
 
 

な
お
、
道
州
の
名
称
、
区
域
等
に
つ
い
て
は
、
事
柄
の
性
質
上
、
国
の
法
律
で
定
め
る

こ
と
と
な
る
。 

 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

 

 

〔
議
会
及
び
知
事
そ
の
他
の
長
・
直
接
公
選
〕 

第
九
十
五
条 

自
治
体
に
は
、
そ
の
条
例
そ
の
他
重
要
事
項
を
議
決
す
る
立
法
機
関
と
し

て
、
議
会
を
設
置
す
る
。 

 

第
九
十
三
条 
地
方
公
共
団
体
に
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
議
事
機
関

と
し
て
議
会
を
設
置
す
る
。 



  

四 

 

※ 

条
例
制
定
権
の
拡
大
に
伴
い
、
地
方
議
会
を
、「
立
法
機
関
」
と
位
置
付
け
て
、
四
十
一

条
で
国
会
を
「
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
」
と
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
を
整
理
す

る
こ
と
と
し
た
。 

② 

自
治
体
に
は
、
そ
の
自
治
体
を
代
表
す
る
執
行
機
関
と
し
て
、
道
州
に
あ
つ
て
は
知

事
を
、
基
礎
自
治
体
に
あ
つ
て
は
長
を
設
置
す
る
。 

 

※ 

道
州
に
置
か
れ
る
執
行
機
関
に
つ
い
て
は
、
知
事
と
い
う
名
称
も
含
め
て
憲
法
上
規
定

し
て
い
る
。
他
方
、
基
礎
自
治
体
に
置
か
れ
る
執
行
機
関
に
つ
い
て
は
単
に
「
長
」
と
し
、

具
体
的
な
名
称
に
つ
い
て
は
、
道
州
条
例
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
。 

（
新
設
） 

③ 

自
治
体
の
議
会
の
議
員
、
知
事
又
は
長
及
び
自
治
体
の
条
例
で
定
め
る
そ
の
他
の
公

務
員
は
、
そ
の
自
治
体
の
住
民
で
あ
つ
て
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
が
、
直
接
こ
れ
を
選

挙
す
る
。 

 

※ 

議
会
と
長
の
二
元
代
表
制
を
維
持
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
自
治
体
の
立
法
権
が
飛

躍
的
に
拡
大
す
る
こ
と
を
受
け
て
、
そ
の
立
法
権
を
担
う
議
員
な
ど
を
選
ぶ
選
挙
権
は
、

国
民
主
権
原
理
に
基
づ
き
日
本
国
民
の
み
が
持
つ
こ
と
を
明
確
に
規
定
し
た
。 

② 

地
方
公
共
団
体
の
長
、
そ
の
議
会
の
議
員
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
吏
員
は
、

そ
の
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
、
直
接
こ
れ
を
選
挙
す
る
。 

 

〔
条
例
制
定
権
等
〕 

第
九
十
五
条
の
二 

自
治
体
は
、
そ
の
財
産
を
管
理
し
、
事
務
を
処
理
し
、
及
び
行
政
を

執
行
す
る
権
能
を
有
し
、
こ
の
憲
法
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
法
律
の
範

囲
内
で
、
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

※ 

現
行
九
十
四
条
と
同
様
、
自
治
体
の
一
般
的
権
限
を
規
定
す
る
も
の
。
自
治
体
の
一
般

的
権
限
に
つ
い
て
は
、
文
言
上
は
現
行
九
十
四
条
と
同
じ
と
し
て
い
る
が
、
他
の
条
項
の

改
正
を
受
け
て
解
釈
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
文
言
を
維
持
し
て
い
る
と
い
っ
て

も
、
そ
の
内
実
は
大
幅
に
拡
大
さ
れ
た
形
で
解
釈
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
は
、「
法
律
の
範
囲
内
」
の
例
外
と
し
て
「
こ
の
憲
法
に
特
別
の
定
め
が
あ

る
場
合
」
を
明
示
し
て
お
り
、
本
条
二
項
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。 

 

第
九
十
四
条 

地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
財
産
を
管
理
し
、
事
務
を
処
理
し
、
及
び
行
政

を
執
行
す
る
権
能
を
有
し
、
法
律
の
範
囲
内
で
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

② 

道
州
は
、
第
九
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
担
う
役
割
に
係
る
事
項
以
外
の

（
新
設
） 



 

五 

事
項
と
し
て
法
律
で
定
め
る
事
項
〔
道
州
所
管
事
項
〕
に
つ
い
て
は
、
法
律
に
優
位
し

た
条
例
〔
優
先
条
例
〕
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

※
１ 
道
州
の
役
割
と
さ
れ
た
領
域
と
し
て
法
律
で
定
め
る
も
の
（
道
州
所
管
事
項
）
に
つ

い
て
は
、
法
律
に
優
位
す
る
道
州
条
例
（
優
先
条
例
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
し
た
。 
九
十
三
条
二
項
（
役
割
分
担
）
を
根
拠
と
す
る
「
道
州
所
管
事
項
」
の
拡
大

と
相
ま
っ
て
、
自
治
体
の
条
例
制
定
権
の
範
囲
を
飛
躍
的
に
拡
大
さ
せ
る
根
拠
と
な
り

得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 
 
 

「
道
州
所
管
事
項
」
の
範
囲
に
つ
い
て
法
律
で
規
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
の
は
、

九
十
三
条
の
「
地
域
主
権
の
本
旨
」
に
鑑
み
て
道
州
所
管
事
項
を
極
力
拡
大
す
る
方
向

性
を
明
ら
か
に
す
る
一
方
で
、
具
体
的
な
「
道
州
所
管
事
項
」
の
範
囲
は
「
国
権
の
最

高
機
関
」
で
あ
る
国
会
の
意
思
で
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
国
と
し
て
の
一
体
性
の

確
保
と
の
調
和
を
図
ろ
う
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
。 

 

※
２ 

な
お
、
従
来
の
憲
法
解
釈
で
も
、
条
例
が
法
令
と
は
別
の
目
的
に
基
づ
く
場
合
や
、

条
例
が
法
律
と
同
一
の
目
的
に
出
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
国
の
法
令
が
必
ず
し
も
全
国

一
律
に
同
一
内
容
の
規
制
を
施
す
趣
旨
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
と
き
は
、
条
例
が
法
律

と
矛
盾
・
抵
触
す
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
徳
島
公
安
条
例
事
件
・
最
高
裁
大

法
廷
昭
和
五
十
年
九
月
十
日
判
決
）。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
「
上
乗
せ
」「
横
出
し
」
が

認
め
ら
れ
る
点
は
、
本
項
を
規
定
し
た
後
も
変
わ
り
が
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。 

  

 

〔
課
税
自
主
権
・
財
政
調
整
〕 

第
九
十
五
条
の
三 

自
治
体
は
、
地
域
主
権
の
本
旨
に
基
づ
き
、
そ
の
自
治
体
の
地
方
税

の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
権
限
を
有
す
る
。 

 

※ 

道
州
の
租
税
の
賦
課
・
徴
収
に
関
す
る
権
限
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
と
、
九
十

三
条
二
項
で
役
割
分
担
を
規
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
地
方
税
に
つ
い
て
、
国
の
法
律
は
基

本
的
な
準
則
し
か
定
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。 

 
 
 

こ
れ
ら
に
よ
り
、
課
税
に
関
す
る
道
州
の
自
主
的
な
判
断
を
広
く
認
め
、
地
方
税
の
在

り
方
が
法
律
で
厳
格
か
つ
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い
る
現
状
を
変
え
る
趣
旨
を
強
く
出
し
て

い
る
。 

 

（
新
設
） 



  

六 

② 

自
治
体
が
地
方
税
そ
の
他
の
自
主
的
な
財
源
で
は
そ
の
経
費
を
賄
え
ず
、
財
政
力
に

著
し
い
不
均
衡
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
道
州
に
あ
つ
て
は
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
道
州
相
互
間
で
、
基
礎
自
治
体
に
あ
つ
て
は
道
州
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ

の
基
礎
自
治
体
を
包
括
す
る
道
州
内
で
、
財
政
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

※ 

財
政
調
整
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
道
州
に
つ
い
て
は
道
州
相
互
間
の
水
平
的
財
政

調
整
を
、
基
礎
自
治
体
に
つ
い
て
は
道
州
内
で
の(

水
平
的
又
は
垂
直
的
）
財
政
調
整
を
規

定
し
て
い
る
。 

（
新
設
） 

 

 

〔
権
限
に
つ
い
て
の
訴
訟
〕 

第
九
十
五
条
の
四 

国
、
道
州
及
び
基
礎
自
治
体
の
相
互
間
に
お
け
る
権
限
の
存
否
又
は

そ
の
行
使
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
の
訴
訟
そ
の
他
法
律
の
定
め
る
事
項
は
、
憲
法
裁

判
所
で
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

※ 

国
、
道
州
、
基
礎
自
治
体
の
権
限
に
関
す
る
争
い
は
、
憲
法
裁
判
所
で
判
断
す
る
こ
と

を
規
定
し
て
い
る
。
な
お
、
具
体
的
に
は
憲
法
裁
判
所
の
権
限
に
関
す
る
規
定
で
定
め
る

こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。 

 

（
新
設
） 

（
削
る
） 

 

※ 

地
方
自
治
特
別
法
の
住
民
投
票
に
つ
い
て
定
め
る
現
行
九
十
五
条
は
、
削
る
こ
と
と
し

て
い
る
。
昭
和
二
十
七
年
を
最
後
に
適
用
事
例
が
な
い
こ
と
や
、
改
正
後
の
憲
法
の
下
で

は
自
治
体
に
関
す
る
国
の
法
律
の
規
律
密
度
が
低
下
す
る
た
め
、
特
定
の
自
治
体
の
み
を

取
り
上
げ
て
そ
の
組
織
、
運
営
、
権
能
に
つ
い
て
事
細
か
に
規
定
す
る
よ
う
な
法
律
は
想

定
し
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。 

第
九
十
五
条 

一
の
地
方
公
共
団
体
の
み
に
適
用
さ
れ
る
特
別
法
は
、
法
律
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
住
民
の
投
票
に
お
い
て
そ
の
過
半
数
の
同
意
を

得
な
け
れ
ば
、
国
会
は
、
こ
れ
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 ＊ 

国
会
に
道
州
の
意
見
を
反
映
す
る
仕
組
み
と
し
て
、
上
院
を
地
域
代
表
の
院
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

 

※ 

上
院
を
地
域
代
表
の
院
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
で
、
①
上
院
議
員
の
選
出
方
法
、
②
上
院
の
権
限
、
③
上
院
議
員
の
「
全
国
民
の
代
表
」
と
し
て
の
性
質
に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
こ

と
に
な
る
の
か
、
今
後
検
討
す
る
。 



 

七 

【
参
照
条
文
】 

○
日
本
国
憲
法 

抄 
〔
国
会
の
地
位
〕 

第
四
十
一
条 

国
会
は
、
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
つ
て
、
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
で
あ
る
。 

 

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
） 

抄 

〔
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
分
担
す
べ
き
役
割
〕 

第
一
条
の
二 

地
方
公
共
団
体
は
、
住
民
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
行
政
を
自
主
的
か
つ
総
合
的
に
実
施
す
る
役
割
を
広
く
担
う

も
の
と
す
る
。 

② 

国
は
、
前
項
の
規
定
の
趣
旨
を
達
成
す
る
た
め
、
国
に
お
い
て
は
国
際
社
会
に
お
け
る
国
家
と
し
て
の
存
立
に
か
か
わ
る
事
務
、
全
国
的
に
統
一
し
て
定
め
る
こ

と
が
望
ま
し
い
国
民
の
諸
活
動
若
し
く
は
地
方
自
治
に
関
す
る
基
本
的
な
準
則
に
関
す
る
事
務
又
は
全
国
的
な
規
模
で
若
し
く
は
全
国
的
な
視
点
に
立
つ
て
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
施
策
及
び
事
業
の
実
施
そ
の
他
の
国
が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
を
重
点
的
に
担
い
、
住
民
に
身
近
な
行
政
は
で
き
る
限
り
地
方
公
共
団
体
に
ゆ
だ

ね
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
と
の
間
で
適
切
に
役
割
を
分
担
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
に
関
す
る
制
度
の
策
定
及
び
施
策
の
実
施
に
当
た
つ

て
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
及
び
自
立
性
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

〔
地
方
公
共
団
体
の
法
人
格
及
び
事
務
〕 

第
二
条 

①
～
⑩ 

略 

⑪ 

地
方
公
共
団
体
に
関
す
る
法
令
の
規
定
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
づ
き
、
か
つ
、
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

⑫ 

地
方
公
共
団
体
に
関
す
る
法
令
の
規
定
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
づ
い
て
、
か
つ
、
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
を
解
釈

し
、
及
び
運
用
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
地
方
公
共
団
体
に
関
す
る
法
令
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
特
別
地
方
公

共
団
体
の
特
性
に
も
照
応
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
を
解
釈
し
、
及
び
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

⑬
～
⑰ 

略 

〔
条
例
〕 

第
十
四
条 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
法
令
に
違
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
第
二
条
第
二
項
の
事
務
に
関
し
、
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

②
～
③ 

略 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 憲法裁判所は、12 人の裁判官でこれを構成するものとし、法律の

定めるところにより、衆議院、参議院及び最高裁判所がそれぞれ 4 人

ずつ任命する。 

② 憲法裁判所の裁判官は、任期を 6 年とし、再任されることができな

い。 

２．構成 

１．権限及び判決の効力 

［権限］ 

① 憲法裁判所は、法令又は処分その他の行為が憲法に適合するか

しないかを決定する権限を有する第一審にして終審の裁判所である。 

② 憲法裁判所は、(1)法令等の抽象的合憲性審査、(2)法令の具

体的合憲性審査 (司法裁判所からの移送を受けての審査 )、(3)機関争訟

(憲法により権限を定められた機関相互間の争訟)審査の権限を有する。 

 ※ 直接に国民から訴えを受ける「憲法訴願」のような制度は設けない。 

［効力］ 

① 憲法裁判所の判決において憲法に適合しないとされた法令又は処分そ

の他の行為は、当該判決により定められた日に、効力を失う。 

② 憲法裁判所の判決は、全ての公権力を拘束する。 



 

一 

○ 

日
本
国
憲
法
改
正
原
案
新
旧
対
照
表
（
コ
メ
ン
ト
及
び
参
照
条
文
付
き
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

原 

案 

現 
 
 

行 

 
 
 

第
五
章
の
二 

憲
法
裁
判
所 

 

※ 

憲
法
裁
判
所
の
章
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
憲
法
裁
判
所
が
、
①
通
常
裁
判
所
の
法
律
適

用
の
前
提
と
な
る
違
憲
立
法
審
査
を
行
う
機
関
で
あ
る
こ
と
、
②
国
会
・
内
閣
に
類
す
る

政
治
的
色
彩
を
有
す
る
機
関
で
あ
る
こ
と
、
に
鑑
み
、
司
法
の
章
（
六
章
）
の
前
に
置
く

こ
と
が
適
当
で
は
な
い
か
。 

（
新
設
） 

 

〔
憲
法
裁
判
所
の
権
限
〕 

第
七
十
五
条
の
二 

憲
法
裁
判
所
は
、
次
条
か
ら
第
七
十
五
条
の
五
ま
で
の
規
定
に
よ
る

訴
え
、
移
送
さ
れ
た
事
件
等
に
つ
い
て
、
一
切
の
法
律
、
命
令
、
条
例
、
規
則
、
措
置

又
は
処
分
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
第
一
審
に
し

て
終
審
の
裁
判
所
で
あ
る
。 

 

※ 

現
行
の
憲
法
八
十
一
条
の
一
般
的
な
解
釈
に
よ
れ
ば
、
同
条
に
列
記
さ
れ
て
い
な
い
条

例
や
条
約
に
つ
い
て
も
、
違
憲
審
査
の
対
象
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
第
八
章
（
地
方

自
治
）
の
抜
本
的
改
正
に
伴
い
、
広
範
な
立
法
権
限
を
有
す
る
道
州
・
基
礎
自
治
体
が
創

設
さ
れ
る
こ
と
に
鑑
み
、
特
に
、「
条
例
」
は
明
記
す
る
こ
と
と
し
た
（
次
条
、
七
十
五
条

の
四
及
び
七
十
五
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。）。 

 

（
新
設
） 

参考 



  

二 

〔
法
令
等
の
抽
象
的
合
憲
性
審
査
〕 

第
七
十
五
条
の
三 

内
閣
総
理
大
臣
又
は
い
ず
れ
か
の
議
院
の
総
議
員
の
四
分
の
一
以
上

の
議
員
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
憲
法
裁
判
所
に
対
し
法
律
、
命
令
、
条

例
又
は
規
則
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
の
確
認
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
第
九
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
九
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置

に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

② 

第
九
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
任
期
の
延
長
の
期
間
が
六
月
を
超
え
た
場

合
に
お
い
て
は
、
憲
法
裁
判
所
は
、
職
権
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
憲
法
に
適

合
す
る
か
し
な
い
か
の
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

※
１ 

第
八
章
（
地
方
自
治
）
の
抜
本
的
改
正
に
伴
い
、
広
範
な
立
法
権
限
を
有
す
る
道
州
・

基
礎
自
治
体
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
特
に
道
州
に
つ
い
て
は
憲
法
裁
判
所

に
訴
え
を
提
起
す
る
方
途
を
用
意
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
場
合
、
①
道
州

自
身
が
提
訴
権
を
有
す
る
、
②
両
院
の
機
構
改
革
に
伴
っ
て
上
院
を
地
域
代
表
の
院
と

し
て
構
成
し
、
道
州
は
上
院
を
通
じ
て
訴
え
を
提
起
す
る
、
と
い
う
案
が
あ
り
得
る
。 

 

※
２ 

一
項
後
段
及
び
二
項
は
、
第
九
章
の
二
（
緊
急
事
態
）
の
創
設
に
伴
い
追
加
し
た
も

の
。
緊
急
事
態
の
宣
言
の
効
果
と
し
て
の
国
会
議
員
の
任
期
延
長･

選
挙
期
日
特
例
や
緊

急
政
令･

緊
急
財
政
処
分
と
い
っ
た
強
力
な
措
置
が
立
法
府･

行
政
府
に
よ
り
濫
用
さ

れ
、
国
民
の
権
利
が
過
度
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
憲
法
裁
判
所
の
審
査
の

対
象
と
し
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、「
日
本
維
新
の
会 

憲
法
改
正
原
案
⑤ 

緊
急
事
態
条

項
」
参
照
。 

 

（
新
設
） 

    

（
新
設
） 



 

三 

〔
法
令
の
具
体
的
合
憲
性
審
査
（
通
常
裁
判
所
か
ら
の
憲
法
判
断
の
移
送
）〕 

第
七
十
五
条
の
四 

通
常
裁
判
所
は
、
そ
の
係
属
し
て
い
る
事
件
に
つ
い
て
、
当
該
事
件

に
適
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
法
律
、
命
令
、
条
例
若
し
く
は
規
則
又
は
当
該
事
件
に
係

る
処
分
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
の
判
断
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
事
者
か
ら
の
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、

こ
れ
を
憲
法
裁
判
所
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

※
１ 

現
行
憲
法
の
裁
判
所
の
こ
と
を
「
通
常
裁
判
所
」
と
表
記
し
て
い
る
。 

 

※
２ 

フ
ラ
ン
ス
と
同
様
に
、
訴
訟
の
当
事
者
か
ら
法
令
の
規
定
が
憲
法
に
違
反
す
る
旨
の

主
張
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
通
常
裁
判
所
は
、
①
当
該
規
定
を
審
査
す
る
こ
と
が
不

可
欠
で
あ
る
、
②
主
張
さ
れ
た
憲
法
問
題
が
重
大
な
も
の
で
あ
る
、
③
当
該
規
定
が
以

前
に
合
憲
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
な
い
（
事
情
変
更
の
場
合
を
除
く
）、
の
三
要
件
を

満
た
す
か
否
か
を
検
討
し
た
上
で
、
憲
法
裁
判
所
に
移
送
す
る
、
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ

が
想
定
さ
れ
る
。 

 

（
新
設
） 

 

〔
機
関
相
互
間
の
争
訟
〕 

第
七
十
五
条
の
五 

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
憲
法
に
よ
り
権
限
を
定
め
ら
れ
た

機
関
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
権
限
の
存
否
又
は
そ
の
行
使
に
関
す

る
紛
争
に
つ
い
て
、
憲
法
裁
判
所
に
対
し
、
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

※
１ 

典
型
的
に
は
、
地
域
主
権
の
章
に
お
い
て
規
定
す
る
よ
う
に
（
九
十
五
条
の
四
）、
国
、

道
州
、
基
礎
自
治
体
の
相
互
間
に
お
い
て
、
権
限
の
存
否
又
は
そ
の
行
使
に
関
し
て
紛

争
が
発
生
し
た
場
合
、
そ
の
争
訟
を
憲
法
裁
判
所
で
処
理
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

※
２ 

具
体
的
な
争
訟
要
件
や
手
続
は
、
法
律
で
定
め
る
こ
と
と
な
る
。 

 

（
新
設
） 

 

 

〔
憲
法
裁
判
所
の
判
決
の
効
力
〕 

第
七
十
五
条
の
六 

憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
憲
法
に
適
合
し
な
い
と
さ
れ
た
法
律
、

命
令
、
条
例
、
規
則
、
措
置
又
は
処
分
は
、
当
該
判
決
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
日
に
、
効

 

（
新
設
） 

 



  

四 

力
を
失
う
。 

② 
憲
法
裁
判
所
の
判
決
は
、
す
べ
て
の
公
権
力
を
拘
束
す
る
。 

 

※ 
憲
法
裁
判
所
は
、
第
一
審
に
し
て
終
審
の
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
七
十
五
条
の
二

を
参
照
）、
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
上
訴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。 

 

（
新
設
） 

  

 

〔
憲
法
裁
判
所
の
構
成
〕 

第
七
十
五
条
の
七 
憲
法
裁
判
所
は
、
十
二
人
の
裁
判
官
で
こ
れ
を
構
成
し
、
法
律
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
衆
議
院
、
参
議
院
及
び
最
高
裁
判
所
が
そ
れ
ぞ
れ
四
人
を
任
命

す
る
。 

 

※
１ 

憲
法
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
権
者
は
各
国
ご
と
に
異
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、
民
主

的
な
正
統
性
を
付
与
す
る
と
と
も
に
過
度
に
党
派
性
を
帯
び
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う

理
由
に
よ
り
、
衆
議
院
、
参
議
院
及
び
最
高
裁
判
所
と
し
て
い
る
（
議
院
内
閣
制
の
下
、

内
閣
ま
で
任
命
主
体
と
す
る
と
、
過
度
に
与
党
に
有
利
に
な
る
た
め
、
内
閣
は
外
し
て

あ
る
）。 

 

※
２ 

ま
た
、
衆
議
院
及
び
参
議
院
が
任
命
を
行
う
場
合
に
、
過
度
に
与
党
の
意
向
が
反
映

さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、「
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
」
に
よ
る
議

決
を
要
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
こ
れ
を
憲
法
レ
ベ
ル
で
規
定
す
る

方
法
と
法
律
レ
ベ
ル
で
規
定
す
る
方
法
と
が
あ
り
、
右
の
案
で
は
、
こ
の
議
決
要
件
を

法
律
の
レ
ベ
ル
で
規
定
す
る
こ
と
と
し
て
あ
る
。 

② 

憲
法
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
識
見
が
高
く
、
か
つ
、
法
律
の
素
養
の
あ
る
者
の
中
か

ら
任
命
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

③ 

憲
法
裁
判
所
の
長
た
る
裁
判
官
は
、
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
官
が
互
選
し
た
者
に
つ
い

て
、
天
皇
が
任
命
す
る
。 

④ 

憲
法
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
任
期
を
六
年
と
し
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

※ 

な
お
、
改
正
憲
法
の
施
行
時
（
憲
法
裁
判
所
発
足
時
）
の
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
任
期

三
年
の
裁
判
官
が
六
人
、
任
期
六
年
の
裁
判
官
が
六
人
と
し
て
、
衆
・
参
・
裁
が
そ
れ
ぞ

 

（
新
設
） 

            

（
新
設
） 

 
（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

 



 

五 

れ
を
二
名
ず
つ
任
命
し
、
二
回
目
の
任
命
か
ら
は
、
フ
ル
サ
イ
ズ
の
任
期
（
六
年
）
で
回

し
て
い
く
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
（
経
過
措
置
で
規
定
）。
ま
た
、
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に

こ
れ
を
補
充
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
欠
員
に
係
る
裁
判
官
の
任
命
主
体
（
衆
・
参
・

裁
）
が
後
任
を
任
命
し
、
そ
の
任
期
は
六
年
と
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。 

〔
裁
判
官
の
身
分
の
保
障
〕 

第
七
十
五
条
の
八 
す
べ
て
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
そ
の
良
心
に
従
い
独
立
し
て
そ

の
職
権
を
行
い
、
こ
の
憲
法
及
び
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
。 

② 

憲
法
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
裁
判
に
よ
り
、
心
身
の
故
障
の
た
め
に
職
務
を
執
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
決
定
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
は
、
公
の
弾
劾
に
よ
ら
な
け
れ
ば
罷
免

さ
れ
な
い
。
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
官
の
懲
戒
処
分
は
、
行
政
機
関
が
こ
れ
を
行
う
こ
と

は
で
き
な
い
。 

（
新
設
）
参
照
・
現
行
憲
法 

第
七
十
六
条 

（
第
一
項
・
第
二
項 

略
） 

③ 

す
べ
て
裁
判
官
は
、
そ
の
良
心
に
従
ひ
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
ひ
、
こ
の
憲
法
及

び
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
。 

第
七
十
八
条 

裁
判
官
は
、
裁
判
に
よ
り
、
心
身
の
故
障
の
た
め
に
職
務
を
執
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
決
定
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
は
、
公
の
弾
劾
に
よ
ら
な
け
れ
ば
罷
免
さ
れ

な
い
。
裁
判
官
の
懲
戒
処
分
は
、
行
政
機
関
が
こ
れ
を
行
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。 

〔
裁
判
の
公
開
〕 

第
七
十
五
条
の
九 

憲
法
裁
判
所
の
裁
判
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
開

法
廷
で
こ
れ
を
行
う
。 

（
新
設
）
参
照
・
現
行
憲
法 

第
八
十
二
条 

裁
判
の
対
審
及
び
判
決
は
、
公
開
法
廷
で
こ
れ
を
行
ふ
。 

 

〔
憲
法
裁
判
所
の
規
則
制
定
権
〕 

第
七
十
五
条
の
十 

憲
法
裁
判
所
は
、
第
七
十
五
条
の
三
か
ら
第
七
十
五
条
の
五
ま
で
の

規
定
に
よ
る
訴
え
又
は
移
送
さ
れ
た
事
件
に
係
る
訴
訟
等
に
関
す
る
手
続
並
び
に
憲
法

裁
判
所
の
内
部
規
律
及
び
事
務
処
理
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
規
則
を
定
め
る
権
限

を
有
す
る
。 

（
新
設
）
参
照
・
現
行
憲
法 

第
七
十
七
条 

最
高
裁
判
所
は
、
訴
訟
に
関
す
る
手
続
、
弁
護
士
、
裁
判
所
の
内
部
規
律

及
び
司
法
事
務
処
理
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
規
則
を
定
め
る
権
限
を
有
す
る
。  

［
そ
の
他
］ 

 

※
１ 

右
の
各
条
項
に
お
い
て
、
明
示
的
に
法
律
へ
の
委
任
規
定
を
置
い
て
い
な
い
事
項
に

つ
い
て
も
、
施
行
細
則
に
属
す
る
よ
う
な
事
項
に
関
し
て
は
、
法
律
で
細
目
的
な
手
続

規
定
を
定
め
る
こ
と
は
、
当
然
に
可
能
で
あ
る
。 

 

※
２ 

な
お
、
憲
法
裁
判
所
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
八
十
一
条
（
違
憲
立
法
審
査
権
）
を

は
じ
め
と
す
る
司
法
の
章
（
六
章
）
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
所
要
の
整
理
が
行
わ
れ
る

こ
と
と
な
る
。 

 



  

六 

 

【
参
照
条
文
】 

○
日
本
国
憲
法 

抄 

第
六
章 

司
法 

〔
司
法
権
の
機
関
と
裁
判
官
の
職
務
上
の
独
立
〕 

第
七
十
六
条 
す
べ
て
司
法
権
は
、
最
高
裁
判
所
及
び
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
す
る
下
級
裁
判
所
に
属
す
る
。 

② 

特
別
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
行
政
機
関
は
、
終
審
と
し
て
裁
判
を
行
ふ
こ
と
が
で
き
な
い
。 

③ 

す
べ
て
裁
判
官
は
、
そ
の
良
心
に
従
ひ
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
ひ
、
こ
の
憲
法
及
び
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
。 

〔
最
高
裁
判
所
の
規
則
制
定
権
〕 

第
七
十
七
条 

最
高
裁
判
所
は
、
訴
訟
に
関
す
る
手
続
、
弁
護
士
、
裁
判
所
の
内
部
規
律
及
び
司
法
事
務
処
理
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
規
則
を
定
め
る
権
限
を
有

す
る
。 

② 

検
察
官
は
、
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
規
則
に
従
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

③ 

最
高
裁
判
所
は
、
下
級
裁
判
所
に
関
す
る
規
則
を
定
め
る
権
限
を
、
下
級
裁
判
所
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

〔
裁
判
官
の
身
分
の
保
障
〕 

第
七
十
八
条 

裁
判
官
は
、
裁
判
に
よ
り
、
心
身
の
故
障
の
た
め
に
職
務
を
執
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
決
定
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
は
、
公
の
弾
劾
に
よ
ら
な
け
れ
ば

罷
免
さ
れ
な
い
。
裁
判
官
の
懲
戒
処
分
は
、
行
政
機
関
が
こ
れ
を
行
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。 

〔
最
高
裁
判
所
の
構
成
及
び
裁
判
官
任
命
の
国
民
審
査
〕 

第
七
十
九
条 

最
高
裁
判
所
は
、
そ
の
長
た
る
裁
判
官
及
び
法
律
の
定
め
る
員
数
の
そ
の
他
の
裁
判
官
で
こ
れ
を
構
成
し
、
そ
の
長
た
る
裁
判
官
以
外
の
裁
判
官
は
、

内
閣
で
こ
れ
を
任
命
す
る
。 

② 

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
は
、
そ
の
任
命
後
初
め
て
行
は
れ
る
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
際
国
民
の
審
査
に
付
し
、
そ
の
後
十
年
を
経
過
し
た
後
初
め
て
行
は

れ
る
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
際
更
に
審
査
に
付
し
、
そ
の
後
も
同
様
と
す
る
。 

③ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
投
票
者
の
多
数
が
裁
判
官
の
罷
免
を
可
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
裁
判
官
は
、
罷
免
さ
れ
る
。 

④ 

審
査
に
関
す
る
事
項
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。 

⑤ 

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
法
律
の
定
め
る
年
齢
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。 

⑥ 

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て
定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、
在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

〔
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
〕 

第
八
十
条 

下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
最
高
裁
判
所
の
指
名
し
た
者
の
名
簿
に
よ
つ
て
、
内
閣
で
こ
れ
を
任
命
す
る
。
そ
の
裁
判
官
は
、
任
期
を
十
年
と
し
、
再
任

さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
法
律
の
定
め
る
年
齢
に
達
し
た
時
に
は
退
官
す
る
。 

② 

下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て
定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、
在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

〔
最
高
裁
判
所
の
法
令
審
査
権
〕 

第
八
十
一
条 

最
高
裁
判
所
は
、
一
切
の
法
律
、
命
令
、
規
則
又
は
処
分
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
終
審
裁
判
所
で
あ
る
。 



 

七 

〔
対
審
及
び
判
決
の
公
開
〕 

第
八
十
二
条 

裁
判
の
対
審
及
び
判
決
は
、
公
開
法
廷
で
こ
れ
を
行
ふ
。 

② 

裁
判
所
が
、
裁
判
官
の
全
員
一
致
で
、
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
虞
が
あ
る
と
決
し
た
場
合
に
は
、
対
審
は
、
公
開
し
な
い
で
こ
れ
を
行
ふ
こ
と
が

で
き
る
。
但
し
、
政
治
犯
罪
、
出
版
に
関
す
る
犯
罪
又
は
こ
の
憲
法
第
三
章
で
保
障
す
る
国
民
の
権
利
が
問
題
と
な
つ
て
ゐ
る
事
件
の
対
審
は
、
常
に
こ
れ
を
公
開

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在の憲法解釈（※）の範囲内で自衛隊を保持することを明記

する。 

 

※自衛権について 

 我が国が行使することができる自衛権の範囲については憲法上明記せず、

閣議決定による憲法解釈及び法律で規律付けするという現在の枠組みを維持

する。 

 ただし、第２次安倍内閣が 2014 年に閣議決定した武力行使の「新三要件」、

第３次安倍内閣が 2015 年に国会へ提出し可決成立した「平和安全法制」等

を維持するか否かは、別途、検討する。 

  〔自衛隊の保持〕 

第９条の２ 前条〔＝９条１項･２項〕の範囲内で、法律の定める

ところにより、行政各部の一として、自衛のための実力組織とし

ての自衛隊を保持する。 

 自衛隊の明記 



 

一 

○ 

日
本
国
憲
法
改
正
原
案
新
旧
対
照
表
（
コ
メ
ン
ト
及
び
参
照
条
文
付
き
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

原 

案 

現 
 
 

行 

 
 
 

第
二
章 

戦
争
の
放
棄 

 

〔
戦
争
の
放
棄
と
戦
力
及
び
交
戦
権
の
否
認
〕 

第
九
条 

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国

権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決

す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。 

② 

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。

国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。 

 

〔
自
衛
隊
の
保
持
〕 

第
九
条
の
二 

前
条
の
範
囲
内
で
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
行
政
各
部
の
一
と

し
て
、
自
衛
の
た
め
の
実
力
組
織
と
し
て
の
自
衛
隊
を
保
持
す
る
。 

 
 
 

第
二
章 

戦
争
の
放
棄 

 
 第
九
条 

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国

権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決

す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。 

② 

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。

国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。 

 

（
新
設
） 

 

※
１ 

本
条
（
＝
九
条
の
二
）
を
新
設
し
、
自
衛
隊
を
明
記
す
る
理
由
は
、「
自
衛
隊
は
違
憲
」

と
主
張
す
る
政
党
が
国
会
に
議
席
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
憲
法
に
自
衛
隊
を
位
置

付
け
、
そ
の
よ
う
な
主
張
の
根
拠
を
解
消
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。 

 

※
２ 

九
条
と
九
条
の
二
の
関
係
に
つ
い
て
は
、「
前
条
（
＝
九
条
）
の
範
囲
内
で
…
…
自
衛

隊
を
保
持
す
る
」
と
規
定
す
る
こ
と
で
、
九
条
の
二
を
新
設
し
て
も
九
条
に
影
響
を
与

え
な
い
こ
と
を
簡
潔
に
表
現
し
た
。 

 

※
３ 

「
行
政
各
部
の
一
と
し
て
」
と
い
う
表
現
は
、
七
十
二
条
に
お
け
る
「
内
閣
総
理
大

臣
は
、
…
…
行
政
各
部
を
指
揮
監
督
す
る
」
や
七
十
三
条
に
お
け
る
内
閣
の
職
務
権
限

に
関
す
る
規
定
に
鑑
み
た
も
の
で
あ
る
。「
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
行
政
各
部

の
一
と
し
て
」
の
自
衛
隊
と
簡
潔
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
①
自
衛
隊
が
防
衛
省
の

上
位
に
位
置
付
け
ら
れ
る
機
関
で
は
な
い
こ
と
（
＝
自
衛
隊
と
防
衛
省
は
同
一
の
行
政

機
関
内
の
表
裏
の
関
係
に
あ
る
こ
と
）
及
び
②
自
衛
隊
の
「
実
力
組
織
」
と
い
う
性
格

に
鑑
み
、
行
政
の
枠
内
に
お
い
て
民
主
的
統
制
に
服
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に

 

参考 



  

二 

し
た
。 

 
※
４ 

法
制
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
政
府
答
弁
等
を
踏
ま
え
て
、「
自
衛
の
た
め
の
実
力
組

織
」(

あ
る
い
は
、「
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
組
織
」)

と
規

定
す
れ
ば
、
そ
の
組
織
の
性
格
を
必
要
か
つ
十
分
に
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
国
民
が
支
持
し
て
い
る
現
在
の
「
自
衛
隊
」
を

確
認
的
に
憲
法
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
趣
旨
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
「
自
衛

隊
」
と
い
う
固
有
名
詞
を
明
記
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
「
自
衛
隊
」
に
つ
い
て
は
、

「
自
衛
の
た
め
の
実
力
組
織
と
し
て
の

．
．
．
．
自
衛
隊
」
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
「
自
衛
隊
」

＝
「
自
衛
の
た
め
の
実
力
組
織
」
と
整
理
し
て
い
る
の
で
、「
自
衛
隊
」
と
い
っ
た
固
有

名
詞
を
用
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
法
的
性
格
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。 

 

※
５ 

な
お
、
こ
の
憲
法
改
正
の
趣
旨
は
、
※
１
で
述
べ
た
と
お
り
、
現
行
の
九
条
一
項
・

二
項
に
関
す
る
解
釈
の
う
ち
、
「
自
衛
の
た
め
の
実
力
組
織
で
あ
る
自
衛
隊
の
存
在
が

認
め
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
部
分
に
つ
い
て
の
み
憲
法
に
明
記
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
部

に
あ
る
自
衛
隊
の
違
憲
の
疑
義
を
払
拭
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現

行
の
九
条
一
項
・
二
項
に
関
す
る
解
釈
の
う
ち
、
行
使
で
き
る
「
自
衛
権
」
の
範
囲
に

関
す
る
解
釈
に
つ
い
て
は
、
本
条
項
に
よ
っ
て
は
何
ら
一
定
の
結
論
を
導
き
出
す
も
の

で
は
な
い
こ
と
に
、
留
意
が
必
要
で
あ
る
。 

 
 
 
 

日
本
維
新
の
会
と
し
て
は
、
我
が
国
が
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
衛
権
の
範
囲
に
つ

い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は
政
府
解
釈
を
是
と
す
る
も
の
の
、
芦
田
修
正
を
含
め
た
制

定
経
緯
や
そ
の
文
言
等
を
踏
ま
え
て
更
に
検
討
し
、
再
度
の
解
釈
変
更
の
可
能
性
を
検
討

し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

 

【
参
照
条
文
】 

○
日
本
国
憲
法 

抄 

 

〔
内
閣
総
理
大
臣
の
職
務
権
限
〕 

第
七
十
二
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
内
閣
を
代
表
し
て
議
案
を
国
会
に
提
出
し
、
一
般
国
務
及
び
外
交
関
係
に
つ
い
て
国
会
に
報
告
し
、
並
び
に
行
政
各
部
を
指
揮
監

督
す
る
。 

 

〔
内
閣
の
職
務
権
限
〕 

第
七
十
三
条 

内
閣
は
、
他
の
一
般
行
政
事
務
の
外
、
左
の
事
務
を
行
ふ
。 



 

三 

 

一 

法
律
を
誠
実
に
執
行
し
、
国
務
を
総
理
す
る
こ
と
。 

 

二 

外
交
関
係
を
処
理
す
る
こ
と
。 

 
三 

条
約
を
締
結
す
る
こ
と
。
但
し
、
事
前
に
、
時
宜
に
よ
つ
て
は
事
後
に
、
国
会
の
承
認
を
経
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。 

 
四 

法
律
の
定
め
る
基
準
に
従
ひ
、
官
吏
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
こ
と
。 

 

五 
予
算
を
作
成
し
て
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
。 

 

六 
こ
の
憲
法
及
び
法
律
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
、
政
令
を
制
定
す
る
こ
と
。
但
し
、
政
令
に
は
、
特
に
そ
の
法
律
の
委
任
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
罰
則

を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

七 

大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
権
を
決
定
す
る
こ
と
。 

 

○
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
） 

抄 

 

〔
行
政
各
部
の
指
揮
監
督
〕 

第
六
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
閣
議
に
か
け
て
決
定
し
た
方
針
に
基
い
て
、
行
政
各
部
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

○
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
） 

抄 

 

（
内
閣
総
理
大
臣
の
指
揮
監
督
権
） 

第
七
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
内
閣
を
代
表
し
て
自
衛
隊
の
最
高
の
指
揮
監
督
権
を
有
す
る
。 

 



人権保障

内閣による
国家機能の維持

人権制限 憲法改正禁止
任期･選挙
期日特例

その他
国会機能維持

緊急政令
･

緊急財政処分

国会機能の維持

憲法改正禁止
緊急政令
・

緊急財政処分

任期･選挙
期日特例

事態に応じ
合理的に必要と
認められる
範囲内で可能

自動集会
・

会期継続
・

解散禁止
・

不信任案等
議決禁止

国会の
事後承認

法律制定･予算議決
を待ついとまなし
【内閣が認定】

効

果

（
事
後
統
制
）

手
続
的
要
件
➋

（
加
重
要
件
）

実
体
的
要
件
➋

（
実
体
的
要
件
➊･

手
続
的
要
件
➊
）

緊
急
事
態
の
宣
言

対
象
と
な
る
事
態

① 緊急事態において
⒜武力攻撃、 ⒝内乱等、⒞大規模自然災害、⒟感染症の大規模まん延
⒠その他これらに匹敵する事態

② 特に必要があるとき

① 内閣による宣言

② 国会の事後承認

手

続

○「絶対に制限してはならない人権」の明記
（①内心の自由、②内心における信仰の自由、③検閲、④奴隷的拘束の絶対的禁止）
○人権の「本質的内容」の制限の絶対的禁止
（人権の総則的規定において、人権の「本質的内容」は絶対に制限してはならない旨を規定）

国会･憲法裁が
具体的な人権
制限措置を統制

憲法裁の
事後審査

国政選挙の
実施困難

【国会が認定】

※平時も含めた一般的規定として整理



 

一 

○ 

日
本
国
憲
法
改
正
原
案
新
旧
対
照
表
（
コ
メ
ン
ト
及
び
参
照
条
文
付
き
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【
緊
急
事
態
条
項
に
関
す
る
改
正
】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

原 

案 

現 
 
 

行 

 
 
 

第
九
章
の
二 

緊
急
事
態 

 

〔
緊
急
事
態
の
宣
言
及
び
解
除
〕 

第
九
十
六
条
の
二 
内
閣
は
、
我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
、
内
乱
等
に
よ

る
社
会
秩
序
の
混
乱
、
大
規
模
な
自
然
災
害
、
感
染
症
の
大
規
模
な
ま
ん
延
そ
の
他
こ

れ
ら
に
匹
敵
す
る
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
緊
急
事
態
の
宣

言
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

※
１ 

緊
急
事
態
の
宣
言
の
対
象
と
な
る
事
態
と
し
て
、
ま
ず
、
①
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
、

②
内
乱
等
、
③
大
規
模
自
然
災
害
、
④
感
染
症
の
大
規
模
な
ま
ん
延
の
四
類
型
を
明
記

し
た
。
そ
の
上
で
、
⑤
「
そ
の
他
こ
れ
ら
（
四
類
型
）
に
匹
敵
す
る
緊
急
事
態
」
と
し

て
、
列
挙
す
る
事
態
以
外
に
対
象
と
な
る
事
態
は
あ
く
ま
で
も
こ
れ
ら
の
事
態
に
「
匹

敵
」
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
、
そ
の
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
と
し
た
。 

 

※
２ 

緊
急
事
態
の
宣
言
の
効
果
は
、
①
国
会
議
員
の
任
期
延
長
・
選
挙
期
日
特
例
（
九
十

六
条
の
三
）、
②
国
会
の
自
動
集
会
・
会
期
継
続
、
衆
議
院
の
解
散
の
禁
止
・
内
閣
不
信

任
案
等
の
議
決
禁
止
（
九
十
六
条
の
四
）、
③
緊
急
政
令
・
緊
急
財
政
処
分
（
九
十
六
条

の
五
）、
④
人
権
制
限
（
九
十
六
条
の
六
）、
⑤
憲
法
改
正
の
禁
止
（
九
十
六
条
の
七
）

で
あ
る
。
た
だ
し
、
①
及
び
③
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
項
に
お
い
て
加
重
要
件

を
課
し
て
お
り
、
緊
急
事
態
の
宣
言
に
よ
っ
て
直
ち
に
効
果
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

           

② 

緊
急
事
態
の
宣
言
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
後
に
国
会
の
承
認
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

※
１ 

緊
急
事
態
の
宣
言
は
、
緊
急
事
態
の
発
生
を
一
次
的
に
把
握
し
得
る
内
閣
が
行
う
こ

と
と
し
、
こ
れ
に
対
す
る
国
会
の
承
認
は
、
緊
急
時
に
お
け
る
迅
速
な
対
応
の
必
要
性

を
重
視
し
て
事
後
的
に
要
す
る
こ
と
と
し
た
。 

（
新
設
） 

 

参考 



  

二 

 

※
２ 

本
項
の
国
会
承
認
を
含
む
宣
言
手
続
や
宣
言
の
効
果
に
関
す
る
事
項
等
、
本
章
の
規

定
を
実
施
す
る
た
め
の
事
項
を
定
め
る
包
括
的
な
法
律
と
し
て
、「
緊
急
事
態
基
本
法
」

（
仮
称
）
の
制
定
を
想
定
し
て
い
る
。 

③ 

内
閣
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
不
承
認
の
議
決
が
あ
つ
た
と
き
、
国
会
が
緊
急
事

態
の
宣
言
を
解
除
す
べ
き
旨
を
議
決
し
た
と
き
又
は
緊
急
事
態
が
や
ん
だ
と
き
そ
の
他

当
該
宣
言
を
継
続
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
解
除
す
る

も
の
と
す
る
。 

 

※ 

宣
言
を
解
除
す
べ
き
場
合
と
し
て
、
宣
言
に
対
す
る
民
主
的
統
制
を
及
ぼ
す
観
点
か
ら
、

①
宣
言
の
発
出
に
つ
い
て
国
会
の
承
認
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
及
び
②
そ
の
後
の
事
情

変
化
等
を
踏
ま
え
て
国
会
が
解
除
す
べ
き
旨
を
議
決
し
た
場
合
を
規
定
し
た
。
ま
た
、
現

状
を
一
次
的
に
把
握
し
得
る
内
閣
の
判
断
に
よ
る
解
除
も
規
定
し
た
。 

（
新
設
） 

 

〔
両
議
院
の
議
員
の
任
期
の
延
長
及
び
選
挙
期
日
の
特
例
等
〕 

第
九
十
六
条
の
三 

緊
急
事
態
の
宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
衆
議
院
議
員
の

総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
の
適
正
な
実
施
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
特
別

の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
会
は
、
各
議
院
の
出
席

議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
、
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
任
期
の
延
長
及

び
そ
の
選
挙
期
日
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

※
１ 

緊
急
時
に
お
い
て
こ
そ
、
国
会
機
能
を
維
持
し
、
立
法
機
能
・
行
政
統
制
機
能
等
を

果
た
す
こ
と
が
一
層
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
選
挙
が
実
施
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り

国
会
議
員
が
不
在
と
な
る
事
態
を
避
け
る
た
め
、
本
条
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。 

 

※
２ 

国
会
議
員
の
身
分
は
議
会
制
民
主
主
義
の
根
幹
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
要
件
を
厳

格
に
す
る
と
い
う
趣
旨
か
ら
、
宣
言
の
発
出
に
加
え
て
、「
選
挙
の
適
正
な
実
施
が
困
難

で
あ
る
と
認
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
」
と
い
う
加
重
要
件
を
設
け
る
と
と
も
に
、

国
会
議
員
自
ら
に
よ
る
「
お
手
盛
り
」
の
防
止
の
た
め
、
任
期
延
長
・
選
挙
期
日
特
例

 

（
新
設
） 

         



 

三 

を
定
め
る
た
め
に
は
特
別
多
数
（
各
議
院
の
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
）
を

必
要
と
す
る
こ
と
と
し
た
。 

 
※
３ 

国
会
議
員
の
任
期
延
長
・
選
挙
期
日
特
例
に
つ
い
て
、
そ
の
要
件
充
足
性
等
を
判
断

さ
せ
る
た
め
、
憲
法
裁
判
所
の
事
後
審
査
の
対
象
と
し
た
（
七
十
五
条
の
三
）。 

② 

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
任
期
が
衆
議
院
の
解
散
又
は
任
期
満
了
に
よ
り
終

了
し
た
日
後
そ
の
選
挙
期
日
ま
で
の
間
に
緊
急
事
態
の
宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
お

い
て
、
前
項
の
議
決
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
議
決
を
す
る
限
り
に
お
い
て
、

当
該
任
期
は
終
了
し
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
。 

 

※ 

本
項
は
、
衆
議
院
解
散
や
議
員
任
期
満
了
に
よ
り
議
員
が
身
分
を
失
っ
た
時
点
か
ら
、

選
挙
ま
で
の
間
に
緊
急
事
態
の
宣
言
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
議
員
身
分
の
復
活
を
規

定
し
た
も
の
。
一
項
の
任
期
延
長
・
選
挙
期
日
特
例
を
定
め
る
議
決
を
行
う
限
り
に
お
い

て
、
当
該
任
期
は
終
了
し
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
し
た
（
特
例
が
議
決
さ
れ
れ

ば
、
復
活
し
た
議
員
は
、
引
き
続
き
身
分
を
保
持
す
る
こ
と
と
な
る
）。 

（
新
設
） 

 

 

〔
国
会
の
自
動
集
会
・
会
期
継
続
及
び
衆
議
院
の
解
散
の
禁
止
・
内
閣
不
信
任
案
等
の

議
決
の
禁
止
〕 

第
九
十
六
条
の
四 

緊
急
事
態
の
宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
国
会
が
閉
会
中

で
あ
る
と
き
は
、
両
議
院
の
議
員
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
議
院
に
集

会
す
る
。 

② 

緊
急
事
態
の
宣
言
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
間
は
、
国
会
は
閉
会
と
な
ら
ず
、
ま
た
、
衆

議
院
は
解
散
さ
れ
な
い
。 

③ 

緊
急
事
態
の
宣
言
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
間
は
、
衆
議
院
は
、
内
閣
の
不
信
任
又
は
信

任
の
決
議
案
を
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

※ 

前
条
と
同
様
に
、
緊
急
時
に
お
い
て
こ
そ
、
国
会
機
能
を
維
持
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
こ
と
に
鑑
み
、
本
条
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。 

  

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 



  

四 

 

〔
緊
急
政
令
及
び
緊
急
財
政
処
分
〕 

第
九
十
六
条
の
五 

緊
急
事
態
の
宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
国
会
に
よ
る
法

律
の
制
定
又
は
予
算
の
議
決
を
待
つ
い
と
ま
が
な
い
と
認
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と

き
は
、
あ
ら
か
じ
め
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
は
、
法
律
と
同
一
の
効
力

を
有
す
る
緊
急
政
令
を
制
定
し
、
又
は
財
政
上
必
要
な
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

※
１ 

本
条
で
は
、
前
二
条
（
国
会
議
員
の
任
期
延
長･

選
挙
期
日
特
例
、
国
会
の
自
動
集
会
・

会
期
継
続
、
衆
議
院
の
解
散
禁
止
、
内
閣
不
信
任
案
等
の
議
決
禁
止
）
に
よ
り
国
会
機

能
の
維
持
を
図
っ
た
と
し
て
も
な
お
国
会
が
機
能
し
得
な
い
場
合
や
、
国
会
が
機
能
す

る
状
態
に
あ
っ
て
も
国
会
の
議
決
手
続
を
待
つ
時
間
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
高
い
緊
急

性
を
要
す
る
場
合
に
備
え
て
、「
内
閣
に
よ
る
国
家
機
能
の
維
持
」
に
関
す
る
方
策
（
緊

急
政
令
・
緊
急
財
政
処
分
）
を
規
定
し
た
。
こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
、
宣
言
の
発
出
に

加
え
て
、「
国
会
に
よ
る
法
律
の
制
定
又
は
予
算
の
議
決
を
待
つ
い
と
ま
が
な
い
と
認
め

る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
」
と
い
う
加
重
要
件
を
設
け
て
い
る
。 

 

※
２ 

「
あ
ら
か
じ
め
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
規
定
し
た
。
こ
の
点
、
単
に
「
法

律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
す
る
と
、
緊
急
政
令
は
法
律
と
同
一
の
効
力
を
有
す

る
た
め
、
緊
急
政
令
が
そ
の
根
拠
と
な
る
法
律
自
体
を
も
改
正
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が

あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、「
あ、
ら
か
じ
め

、
、
、
、
法
律
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
」
と
明
記
し
、
緊
急
政
令
は
事
前
に
定
め
ら
れ
た
法
律
の
範
囲
内
に
限
り

制
定
さ
れ
る
こ
と
を
担
保
し
た
。
緊
急
財
政
処
分
も
含
め
、
具
体
的
に
は
、
前
述
の
「
緊

急
事
態
基
本
法
」（
仮
称
）
を
制
定
し
、
そ
こ
で
詳
細
を
定
め
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。 

 

※
３ 

緊
急
政
令
・
緊
急
財
政
処
分
に
つ
い
て
、
そ
の
要
件
充
足
性
等
を
判
断
さ
せ
る
た
め
、

憲
法
裁
判
所
の
事
後
審
査
の
対
象
と
し
た
（
七
十
五
条
の
三
第
一
項
）。 

 

（
新
設
） 

    

② 

前
項
の
政
令
の
制
定
及
び
処
分
は
、
臨
時
の
も
の
で
あ
つ
て
、
事
後
に
国
会
の
承
認

が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

 

※
１ 

緊
急
政
令
・
緊
急
財
政
処
分
は
、
平
時
の
権
限
配
分
と
は
異
な
る
内
閣
に
よ
る
例
外

（
新
設
） 



 

五 

的
な
権
限
行
使
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
憲
法
五
十
四
条
三
項
（
参
議
院
の
緊
急
集
会
で
と

ら
れ
た
措
置
に
関
す
る
規
定
）
を
参
考
に
、
あ
く
ま
で
も
臨
時
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

明
記
し
た
上
で
、
事
後
に
国
会
承
認
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
失
効
す
る
と
し
て
、
国

会
に
よ
る
民
主
的
統
制
を
確
実
に
及
ぼ
す
こ
と
と
し
た
。 

 

※
２ 
事
後
に
国
会
承
認
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
効
力
を
失
う
こ
と

を
想
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
緊
急
政
令
・
緊
急
財
政
処
分
に
よ
っ
て
講
じ
ら
れ
た
措

置
を
過
去
に
遡
っ
て
無
効
と
す
る
こ
と
は
、
安
定
性
を
著
し
く
害
す
る
た
め
で
あ
る
。 

参
考
・
日
本
維
新
の
会
憲
法
改
正
原
案
③ 

憲
法
裁
判
所 

（
傍
線
部
分
が
、
緊
急
事
態
条
項
の
創
設
に
伴
い
修
正
す
る
部
分
） 

 
 
 

第
五
章
の
二 

憲
法
裁
判
所 

 

〔
憲
法
裁
判
所
の
権
限
〕 

第
七
十
五
条
の
二 

憲
法
裁
判
所
は
、
次
条
か
ら
第
七
十
五
条
の
五
ま
で
の
規
定
に
よ

る
訴
え
、
移
送
さ
れ
た
事
件
等
に
つ
い
て
、
一
切
の
法
律
、
命
令
、
条
例
、
規
則
、

措
置
又
は
処
分
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
第
一

審
に
し
て
終
審
の
裁
判
所
で
あ
る
。 

 

〔
法
令
等
の
抽
象
的
合
憲
性
審
査
〕 

第
七
十
五
条
の
三 

内
閣
総
理
大
臣
又
は
い
ず
れ
か
の
議
院
の
総
議
員
の
四
分
の
一
以

上
の
議
員
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
憲
法
裁
判
所
に
対
し
法
律
、
命
令
、

条
例
又
は
規
則
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
の
確
認
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
第
九
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
九
十
六
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
措
置
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

② 

第
九
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
任
期
の
延
長
の
期
間
が
六
月
を
超
え
た

場
合
に
お
い
て
は
、
憲
法
裁
判
所
は
、
職
権
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
憲
法

に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
の
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 



  

六 

 

〔
憲
法
裁
判
所
の
判
決
の
効
力
〕 

第
七
十
五
条
の
六 

憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
憲
法
に
適
合
し
な
い
と
さ
れ
た
法

律
、
命
令
、
条
例
、
規
則
、
措
置
又
は
処
分
は
、
当
該
判
決
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
日

に
、
効
力
を
失
う
。 

② 

憲
法
裁
判
所
の
判
決
は
、
す
べ
て
の
公
権
力
を
拘
束
す
る
。 

 

〔
憲
法
裁
判
所
の
規
則
制
定
権
〕 

第
七
十
五
条
の
十 

憲
法
裁
判
所
は
、
第
七
十
五
条
の
三
か
ら
第
七
十
五
条
の
五
ま
で

の
規
定
に
よ
る
訴
え
又
は
移
送
さ
れ
た
事
件
に
係
る
訴
訟
等
に
関
す
る
手
続
並
び
に

憲
法
裁
判
所
の
内
部
規
律
及
び
事
務
処
理
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
規
則
を
定
め

る
権
限
を
有
す
る
。 

 

※
１ 

国
会
議
員
の
任
期
延
長
・
選
挙
期
日
特
例
や
緊
急
政
令
・
緊
急
財
政
処
分
と
い
っ
た

強
力
な
措
置
が
立
法
府
・
行
政
府
に
よ
り
濫
用
さ
れ
、
国
民
の
権
利
が
過
度
に
制
約
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
こ
れ
ら
を
「
憲
法
裁
判
所
の
審
査
」
の
対
象
と
し
た
（
七
十

五
条
の
三
第
一
項
）。 

 

※
２ 

さ
ら
に
、
国
会
議
員
の
任
期
延
長
・
選
挙
期
日
特
例
に
つ
い
て
は
、
緊
急
事
態
を
脱

し
て
も
議
員
任
期
が
延
々
と
延
長
さ
れ
続
け
る
お
そ
れ
も
あ
る
た
め
、
そ
の
特
例
の
必

要
性
を
客
観
的
に
判
断
す
る
観
点
か
ら
、
任
期
延
長
期
間
が
六
箇
月
を
経
過
し
た
場
合

に
は
、
憲
法
裁
判
所
が
職
権
に
よ
り
、
そ
の
憲
法
適
合
性
を
審
査
で
き
る
こ
と
と
し
た

（
七
十
五
条
の
三
第
二
項
）。 

 

※
３ 

な
お
、
憲
法
裁
判
所
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
既
に
「
日
本
維
新
の
会 

憲
法
改
正
原
案
」

（
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
四
日
）
に
お
い
て
憲
法
裁
判
所
の
章
を
設
け
、
基
本
的
な

制
度
設
計
を
行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
当
該
章
に
必
要
な
事
項
を
追
加
し
て
対
応
す
る

こ
と
と
し
た
。 



 

七 

 

〔
人
権
制
限
及
び
人
権
規
定
の
最
大
限
の
尊
重
〕 

第
九
十
六
条
の
六 

緊
急
事
態
の
宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
事
態
に
応
じ
合
理

的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
国
民
の
自
由
及
び
権
利
を
制
限
し
、
又

は
義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
基
本
的
人
権
に
関
す
る
規

定
は
、
最
大
限
に
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

※ 

緊
急
時
に
お
い
て
は
、
事
態
に
応
じ
て
合
理
的
に
必
要
な
範
囲
内
で
平
時
よ
り
も
強
度

の
人
権
制
限
が
必
要
と
な
る
場
合
も
あ
り
得
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
制
約
の
可
能
性
を

前
提
と
し
た
上
で
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
基
本
的
人
権
を
最
大
限
尊
重
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
改
め
て
規
定
し
た
。 

 

（
新
設
） 

 

 

〔
憲
法
改
正
の
禁
止
〕 

第
九
十
六
条
の
七 

緊
急
事
態
の
宣
言
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
間
は
、
第
九
十
六
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
国
会
に
よ
る
憲
法
改
正
の
発
議
及
び
そ
の
国
民
の
承
認
に
係
る
投
票

は
、
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

※
１ 

憲
法
改
正
に
つ
い
て
は
、
落
ち
着
い
た
環
境
下
で
冷
静
な
議
論
を
行
う
こ
と
が
必
要

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
緊
急
事
態
の
宣
言
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
間
の
憲
法
改
正
を
禁
止
し

た
。 

 

※
２ 

本
条
に
よ
り
、
宣
言
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
国
会
に
よ
る
憲
法
改
正
の
発
議
だ
け

で
な
く
、
発
議
後
に
緊
急
事
態
の
宣
言
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
国
民
投
票
の
実
施
も

禁
止
さ
れ
る
。 

 

（
新
設
） 

    

 
 

 

【
参
照
条
文
】 

○
日
本
国
憲
法 

抄 

 
 
 

第
一
章 

天
皇 

 

〔
天
皇
の
国
事
行
為
〕 



  

八 

第
七
条 

天
皇
は
、
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
よ
り
、
国
民
の
た
め
に
、
左
の
国
事
に
関
す
る
行
為
を
行
ふ
。 

 

一 

略 

 
二 

国
会
を
召
集
す
る
こ
と
。 

 
三 
衆
議
院
を
解
散
す
る
こ
と
。 

 

四 
国
会
議
員
の
総
選
挙
の
施
行
を
公
示
す
る
こ
と
。 

 

五
～
十 
略 

 
 
 

第
四
章 
国
会 

 

〔
衆
議
院
議
員
の
任
期
〕 

第
四
十
五
条 

衆
議
院
議
員
の
任
期
は
、
四
年
と
す
る
。
但
し
、
衆
議
院
解
散
の
場
合
に
は
、
そ
の
期
間
満
了
前
に
終
了
す
る
。 

 

〔
参
議
院
議
員
の
任
期
〕 

第
四
十
六
条 

参
議
院
議
員
の
任
期
は
、
六
年
と
し
、
三
年
ご
と
に
議
員
の
半
数
を
改
選
す
る
。 

 

〔
総
選
挙
、
特
別
会
及
び
緊
急
集
会
〕 

第
五
十
四
条 

衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
と
き
は
、
解
散
の
日
か
ら
四
十
日
以
内
に
、
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
を
行
ひ
、
そ
の
選
挙
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
国
会
を
召
集
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

② 

衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
と
き
は
、
参
議
院
は
、
同
時
に
閉
会
と
な
る
。
但
し
、
内
閣
は
、
国
に
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
参
議
院
の
緊
急
集
会
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。 

③ 

前
項
但
書
の
緊
急
集
会
に
お
い
て
採
ら
れ
た
措
置
は
、
臨
時
の
も
の
で
あ
つ
て
、
次
の
国
会
開
会
の
後
十
日
以
内
に
、
衆
議
院
の
同
意
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
効
力
を

失
ふ
。 

 

〔
法
律
の
成
立
〕 

第
五
十
九
条 

法
律
案
は
、
こ
の
憲
法
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
両
議
院
で
可
決
し
た
と
き
法
律
と
な
る
。 

② 

衆
議
院
で
可
決
し
、
参
議
院
で
こ
れ
と
異
な
つ
た
議
決
を
し
た
法
律
案
は
、
衆
議
院
で
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
再
び
可
決
し
た
と
き
は
、
法
律
と
な
る
。 

③ 

前
項
の
規
定
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
衆
議
院
が
、
両
議
院
の
協
議
会
を
開
く
こ
と
を
求
め
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

④ 

参
議
院
が
、
衆
議
院
の
可
決
し
た
法
律
案
を
受
け
取
つ
た
後
、
国
会
休
会
中
の
期
間
を
除
い
て
六
十
日
以
内
に
、
議
決
し
な
い
と
き
は
、
衆
議
院
は
、
参
議
院
が
そ
の
法

律
案
を
否
決
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

〔
衆
議
院
の
予
算
先
議
権
及
び
予
算
の
議
決
〕 

第
六
十
条 

予
算
は
、
さ
き
に
衆
議
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

② 

予
算
に
つ
い
て
、
参
議
院
で
衆
議
院
と
異
な
つ
た
議
決
を
し
た
場
合
に
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
両
議
院
の
協
議
会
を
開
い
て
も
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
、

又
は
参
議
院
が
、
衆
議
院
の
可
決
し
た
予
算
を
受
け
取
つ
た
後
、
国
会
休
会
中
の
期
間
を
除
い
て
三
十
日
以
内
に
、
議
決
し
な
い
と
き
は
、
衆
議
院
の
議
決
を
国
会
の
議
決

と
す
る
。 

 

〔
不
信
任
決
議
と
解
散
又
は
総
辞
職
〕 



 

九 

第
六
十
九
条 

内
閣
は
、
衆
議
院
で
不
信
任
の
決
議
案
を
可
決
し
、
又
は
信
任
の
決
議
案
を
否
決
し
た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
な
い
限
り
、
総
辞
職
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

第
九
章 

改
正 

 

〔
憲
法
改
正
の
発
議
、
国
民
投
票
及
び
公
布
〕 

第
九
十
六
条 
こ
の
憲
法
の
改
正
は
、
各
議
院
の
総
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
で
、
国
会
が
、
こ
れ
を
発
議
し
、
国
民
に
提
案
し
て
そ
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
承
認
に
は
、
特
別
の
国
民
投
票
又
は
国
会
の
定
め
る
選
挙
の
際
行
は
れ
る
投
票
に
お
い
て
、
そ
の
過
半
数
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
。 

② 

憲
法
改
正
に
つ
い
て
前
項
の
承
認
を
経
た
と
き
は
、
天
皇
は
、
国
民
の
名
で
、
こ
の
憲
法
と
一
体
を
成
す
も
の
と
し
て
、
直
ち
に
こ
れ
を
公
布
す
る
。



 

一

一 

○ 

日
本
国
憲
法
改
正
原
案
新
旧
対
照
表
（
コ
メ
ン
ト
及
び
参
照
条
文
付
き
） 

 

【
人
権
制
限
の
限
界
の
明
記
に
関
す
る
改
正
】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

原 

案 

現 
 
 

行 

 

〔
個
人
の
尊
重
と
公
共
の
福
祉
〕 

第
十
三
条 
す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求

に
対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
立
法
そ
の
他

の
国
政
の
上
で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。 

② 

こ
の
憲
法
が
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
の
本
質
的
な
内
容
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お

い
て
も
、
絶
対
に
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

〔
奴
隷
的
拘
束
及
び
苦
役
の
禁
止
〕 

第
十
八
条 

何
人
も
、
絶
対
に
い
か
な
る
奴
隷
的
拘
束
も
受
け
な
い
。
ま
た
、
犯
罪
に
よ

る
処
罰
の
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
意
に
反
す
る
苦
役
に
服
さ
せ
ら
れ
な
い
。 

 

〔
思
想
及
び
良
心
の
自
由
〕 

第
十
九
条 

思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。
内
心
の
自
由
の

侵
害
は
、
絶
対
に
こ
れ
を
禁
ず
る
。 

 

〔
信
教
の
自
由
〕 

第
二
十
条 

信
教
の
自
由
は
、
何
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
。
内
心
に
お
け
る
信

仰
の
自
由
の
侵
害
は
、
絶
対
に
こ
れ
を
禁
ず
る
。
い
か
な
る
宗
教
団
体
も
、
国
か
ら
特

権
を
受
け
、
又
は
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。 

② 

何
人
も
、
宗
教
上
の
行
為
、
祝
典
、
儀
式
又
は
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ

な
い
。 

③ 

国
及
び
そ
の
機
関
は
、
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な
る
宗
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な

い
。 

 
 第

十
三
条 

す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求

に
対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
立
法
そ
の
他

の
国
政
の
上
で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。 

（
新
設
） 

  
 第

十
八
条 

何
人
も
、
い
か
な
る
奴
隷
的
拘
束
も
受
け
な
い
。
又
、
犯
罪
に
因
る
処
罰
の

場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
意
に
反
す
る
苦
役
に
服
さ
せ
ら
れ
な
い
。 

 
 第

十
九
条 

思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。 

  
 第

二
十
条 

信
教
の
自
由
は
、
何
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
。
い
か
な
る
宗
教
団

体
も
、
国
か
ら
特
権
を
受
け
、
又
は
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 
② 
何
人
も
、
宗
教
上
の
行
為
、
祝
典
、
儀
式
又
は
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ

な
い
。 

③ 

国
及
び
そ
の
機
関
は
、
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な
る
宗
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な

い
。 

参考 



  

一

二 

 

〔
集
会
、
結
社
及
び
表
現
の
自
由
と
通
信
秘
密
の
保
護
〕 

第
二
十
一
条 

集
会
、
結
社
及
び
言
論
、
出
版
そ
の
他
一
切
の
表
現
の
自
由
は
、
こ
れ
を

保
障
す
る
。 

② 

検
閲
は
、
絶
対
に
こ
れ
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
通
信
の
秘
密
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は

な
ら
な
い
。 

 

※
１ 

緊
急
時
に
お
い
て
は
、
平
時
よ
り
も
強
度
の
人
権
制
限
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い

こ
と
か
ら
、
平
時
も
含
め
た
一
般
的
規
定
と
し
て
、
人
権
制
限
の
限
界
を
明
記
す
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
統
制
を
図
る
こ
と
と
し
た
。 

 

※
２ 

具
体
的
に
は
、
一
般
的
・
総
則
的
な
規
定
と
し
て
、
人
権
の
「
本
質
的
内
容
」
の
絶

対
的
な
禁
止
を
規
定
す
る
と
と
も
に
（
十
三
条
二
項
）、「
絶
対
に
制
限
し
て
は
な
ら
な

い
人
権
」
と
し
て
、
判
例
・
学
説
の
多
数
見
解
等
を
踏
ま
え
、
個
別
の
人
権
条
項
に
お

い
て
、
①
内
心
の
自
由
へ
の
制
限
、
②
内
心
に
お
け
る
信
仰
の
自
由
へ
の
制
限
、
③
検

閲
、
④
奴
隷
的
拘
束
に
つ
い
て
、
絶
対
的
に
禁
止
す
る
旨
を
規
定
し
た
（
十
八
条
か
ら

二
十
一
条
ま
で
）。 

参
考
・
現
行
憲
法 

 

〔
拷
問
及
び
残
虐
な
刑
罰
の
禁
止
〕 

第
三
十
六
条 

公
務
員
に
よ
る
拷
問
及
び
残
虐
な
刑
罰
は
、
絶
対
に
こ
れ
を
禁
ず
る
。 

 

 
 第

二
十
一
条 

集
会
、
結
社
及
び
言
論
、
出
版
そ
の
他
一
切
の
表
現
の
自
由
は
、
こ
れ
を

保
障
す
る
。 

② 

検
閲
は
、
こ
れ
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
通
信
の
秘
密
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な

い
。 

  

 
 

 

＊ 

緊
急
時
に
お
い
て
平
時
よ
り
も
強
度
の
人
権
制
限
を
行
っ
た
場
合
に
お
け
る
「
補
償
」
に
つ
い
て 

 
 
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
に
行
わ
れ
た
営
業
の
自
由
の
制
限
に
対
す
る
「
補
償
」
の
議
論
な
ど
を
念
頭
に
、
憲
法
二
十
九
条
三
項
（
財
産
権
の
補
償
）
と
の

関
係
の
整
理
も
含
め
て
、
引
き
続
き
、
検
討
を
行
う
。 


